
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五
二
八

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

五
二
八

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
二
八

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

五
三
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

五
三
三

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件
十
件

五
三
三

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
三
五

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
大
規
模
営
繕
工
事
の
監
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業

部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ベ
イ
シ
ア
安
達
店

福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
。
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
は
、
福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
担
い
手
課
で
平
成
二

十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

認
可
申
請

土
地

年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

有
限
会
社

鈴

郡
山
市
田
村
町
大
供
字

郡
山
市
田
村
町
大
善
寺
字
中

平
成
二
八
年

木
農
園

向
一
七
三

山
田
三
二
五
ほ
か
二
筆

九
月
九
日

須
賀

豊
一

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
根

同

字
田
宿
下
六
九

カ
ラ
マ
リ
五
四
ほ
か
一
筆

日

野
﨑

文
夫

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
奉

同

───────────────────────────────────────────────────────────
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字
本
郷
七
一

行
坂
七
〇
ほ
か
二
筆

日

有
限
会
社

フ

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
南

同

ロ
ン
テ
ィ
ア

字
住
ノ
内
七
―
一
二

坊
ノ
担
一
―
二
六
ほ
か
二
十

日

一
筆

古
川

雅
和

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里
ノ
前

同

四
四

五
二
六

日

森
合

清
典

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
来
迎
寺

同

郷
四
七

二
二
九

日

五
十
嵐

一
意

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
沼
上
五
八
―
二

字
崎
川
一
三
一
―
一

日

五
十
嵐

竹
雄

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
沼
上
五
四
―
一

字
崎
川
二
八
ほ
か
六
筆

日

崎
川
農
産

株

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

式
会
社

静
潟
字
御
伊
勢
下
八
―

字
崎
川
二
二
ほ
か
九
十
七
筆

日

一

山
口

隆
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
石
動
木
七
〇

字
崎
川
一
四
ほ
か
二
十
三
筆

日

山
本

正
治

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
打
越
一
八
二

字
御
伊
勢
下
一
四
〇
ほ
か
十

日

八
筆

寺
木

廣
美

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
居
穴
前
一
三
八

字
崎
川
四
八
ほ
か
十
三
筆

日

小
林

茂
政

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
浜
七
一
―
二

字
崎
川
一
六
ほ
か
九
筆

日

渡
部

誠

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
打
越
一
二
一

字
崎
川
三
七
―
一
ほ
か
十
一

日

筆

渡
部

正
明

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
墓
ノ
下
二
一
六
―

字
崎
川
三
六
―
二
ほ
か
一
筆

日

一

渡
部

宏
太
郎

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
打
越
一
五
三

字
崎
川
七
四
―
一
ほ
か
七
筆

日

渡
部

守

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟

同

静
潟
字
沼
上
三
四

字
崎
川
二
四
ほ
か
二
筆

日

関
和

清
美

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
里

同

長
田
字
釜
井
三
二
九

字
川
前
一
五
四

日

吉
田

博
之

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
里

同

磐
里
字
仁
蔵
二

字
村
北
六
一
ほ
か
六
筆

日

古
川

正
光

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
祢

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
磐
南
二

同

次
八
六
四

〇

日

小
鮒

廣
義

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
里

同

磐
里
字
村
中
七
三
八

字
広
表
四
二

日

小
林

重
希

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
今

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
上
長
瀬

同

泉
一
八
八
八

一
七
ほ
か
一
筆

日

小
林

文
男

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
祢

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
磐
南
二

同

次
八
四
七

一

日

渡
部

一
栄

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
川
桁

同

川
桁
字
元
幸
野
七
二

字
川
南
一
〇
ほ
か
一
筆

日

渡
部

壽
幸

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
里

同

磐
里
字
島
田
二
〇
二
七

字
島
田
一
一
八

日

土
屋

孝
彦

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
里

同

磐
里
字
村
中
六
九
〇

字
島
田
一
〇
九
ほ
か
七
筆

日

野
口

清
喜

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
長
田

同

長
田
字
南
真
行
一
九
一

字
長
田
一
〇
〇
ほ
か
一
筆

日
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七

鈴
木

正
晃

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
東

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
西
舘

同

谷
地
九
七
〇

字
宮
田
七
五

日

小
林

総
市

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
津
金
沢

同

千
代
田
字
村
東
乙
三
八

二
九
―
一
ほ
か
二
筆

日

鈴
木

定
夫

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
今

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
下
長
瀬

同

泉
一
八
七
九

二
―
一
ほ
か
四
筆

日

鈴
木

健
久

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
千
代

同

千
代
田
字
打
越
分
乙
一

田
字
千
代
田
南
一
―
一
ほ
か

日

五
筆

佐
藤

喜
男

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養

同

蚕
養
字
村
中
乙
二
一
一

字
小
田
一
八
ほ
か
一
筆

日

四

株
式
会
社

国

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
川
桁

同

際
米
流
通
セ
ン

磐
根
字
桜
川
一
四
一
四

字
川
北
一
三
ほ
か
一
筆

日

タ
ー

鈴
木

寿
典

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
長
田

同

長
田
字
東
真
行
一
五
八

字
飯
台
二
一
ほ
か
七
筆

日

七
―
一

土
屋

淳

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
長
田

同

長
田
字
東
真
行
一
六
一

字
大
堰
六
―
一
ほ
か
一
筆

日

一

桑
原

博
之

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
船

同

字
船
杉
字
北
杉
乙
一
一

杉
字
大
島
五
二
ほ
か
六
筆

日

七

佐
々
木

祐
喜

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
勝

同

字
勝
大
字
上
條
一
七
七

大
字
鬼
渡
七
―
一
ほ
か
二
筆

日

一

猪
俣

一
徳

大
沼
郡
会
津
美
里
町
鶴

大
沼
郡
会
津
美
里
町
鶴
野
辺

同

野
辺
字
木
戸
東
乙
四
四

字
沖
中
田
六
七
ほ
か
四
十
八

日

八
―
二

筆

馬
場

相
任

南
会
津
郡
南
会
津
町
鴇

南
会
津
郡
南
会
津
町
山
口
一

同

巣
字
宮
ノ
前
八
九
五
―

時
利
用
地
一
ほ
か
二
十
四
筆

日

五

渡
部

貞
吉

南
会
津
郡
南
会
津
町
藤

南
会
津
郡
南
会
津
町
川
島
字

同

生
字
下
川
原
二
〇
一
六
―

川
島
前
五
七
―
一

日

一

湯
田

美
一

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字

南
会
津
郡
南
会
津
町
川
島
字

同

白
岩
字
南
上
平
四
二
〇

川
島
前
一
四
三
―
一

日

阿
部

忠

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
南
狼
沢
八
五

菅
ノ
沢
一

五
五
四

日

井
上

敏
夫

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
萩
崎
一
一
一

馬
場
七
八
二
ほ
か
四
筆

日

岩
佐

栄
一

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
北
狼
沢
三

菅
ノ
沢
一

五
五
五

日

宇
佐
美

秀
幸

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
北
追
二

八

菅
ノ
沢
一

五
八
〇
―

ほ

日

a

か
四
筆

宇
佐
美

弘

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
七
四

菅
ノ
沢
一

五
六
六
ほ
か
五

日

筆

太
田

清
市

相
馬
市
小
泉
字
屋
敷
前

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

二
六
一

馬
場
七
七
四
―
二

日

太
田

ひ
ろ
み

相
馬
市
小
泉
字
屋
敷
前

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

二
六
一

馬
場
七
七
四
―
一

日

大
槻

一
雄

相
馬
郡
新
地
町
大
字
真

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同



平成28年９月27日 火曜日 福 島 県 報 第2834号 531

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

弓
字
閏
崎
九
八
―
一

潤
崎
四
九

日

大
槻

功
一

相
馬
郡
新
地
町
大
字
真

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

弓
字
小
屋
前
三
一
―
三

潤
崎
五
〇

日

大
堀

勝
文

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
八
九
―
二

北
追
八
四
八
ほ
か
一
筆

日

大
堀

宏

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
上
ノ
台
一
一
三
―

潤
崎
五
一
ほ
か
五
筆

日

二

大
堀

友
行

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
上
ノ
台
一
三
二

駒
込
六
一
二
ほ
か
九
筆

日

岡
田

健
一

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
木
舟
五
八

潤
崎
五
二
―

ほ
か
三
筆

日

b

片
平

和
正

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
舘
前
二

二
四

菅
ノ
沢
一

五
六
〇
ほ
か
六

日

筆

加
藤

潤
一

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
九
二
―
二

北
追
八
五
〇
―

ほ
か
三
筆

日

a

加
藤

智
正

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
舘
前
二

五
七

寺
前
九
五
三
―
一
ほ
か
四
筆

日

加
藤

春
男

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
舘
前
二

六
三

菅
ノ
沢
一

五
五
三
ほ
か
三

日

筆

加
藤

政
夫

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
二
五
―
一

北
追
八
五
一
―

ほ
か
一
筆

日

a

菊
地

長

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
木
舟
一
二
―
三

寺
前
九
四
六

日

菊
池

秀
晃

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
八
八
―
三

北
追
八
四
六

日

菊
地

正
文

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
六
二
―
二

寺
前
九
五
〇
ほ
か
四
筆

日

菊
地

幸
信

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
六
七
―
三

寺
前
九
四
八
―

ほ
か
一
筆

日

b

黒

春
雄

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
上
ノ
台
一
三
三

駒
込
六
一
八
―

日

a

黒

文
男

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
北
狼
沢
一
〇
二

菅
ノ
沢
一

五
四
八

日

黒

美
智
也

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
二
九
―
一

寺
前
九
四
七

日

小
泉

正
三

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
新
地
一
一
一

駒
込
六
二
六
ほ
か
一
筆

日

今
野

金
一

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
五
郎
四
郎
一
五
―

菅
ノ
沢
一

五
四
九

日

一

今
野

謙
治

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
北
狼
沢
一
八

菅
ノ
沢
一

五
四
七

日

今
野

政
光

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
北
狼
沢
一
〇
―
一

菅
ノ
沢
一

五
五
六

日

〇

今
野

義
則

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
四
四

北
追
八
四
九
―

ほ
か
三
筆

日

c

佐
藤

憲
彦

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
七
八

駒
込
六
一
九
―

日

a

中
津
川

昭
一

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
舘
前
二

一
六
四

駒
込
六
一
七

日
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中
津
川

義
博

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
舘
前
二

六
―
六

潤
崎
四
七
―
一
ほ
か
五
筆

日

芳
賀

広
光

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
木
舟
七
九
―
二

北
追
八
四
九
―

日

b

早
川

正
利

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
北
狼
沢
五
七

菅
ノ
沢
一

五
五
八
―
一
ほ

日

か
四
筆

水
戸

樹
一

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
新
地
五
九

駒
込
六
二
二
―

日

a

門
馬

重
男

相
馬
市
椎
木
字
北
原
二

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

〇
九

菅
ノ
沢
一

五
六
五
―

ほ

日

a

か
一
筆

山
木

紀
雄

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

屋
字
原
一
七
一

北
追
八
四
九
―

ほ
か
三
筆

日

a

有
限
会
社

恵

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

同

み
の
フ
ァ
ー
ム

屋
字
舘
前
二

六
三

馬
場
七
六
四
ほ
か
二
十
五
筆

日

柳
井

久
雄

い
わ
き
市
大
久
町
大
久

い
わ
き
市
一
時
利
用
地
大
久

同

字
唐
貝
内
一
六
―
二

二
三
九
―

ほ
か
五
十
五
筆

日

c

今
田

悟

い
わ
き
市
大
久
町
大
久

い
わ
き
市
一
時
利
用
地
大
久

同

字
中
ノ
内
七

一
六
八
―

ほ
か
百
六
筆

日

D

新
妻

貞
夫

い
わ
き
市
大
久
町
大
久

い
わ
き
市
一
時
利
用
地
大
久

同

字
原
九
九

一
〇
八
―

ほ
か
五
十
三
筆

日

D

猪
狩

利
昭

い
わ
き
市
大
久
町
大
久

い
わ
き
市
一
時
利
用
地
大
久

同

字
上
谷
地
四

二
五
ほ
か
百
六
十
九
筆

日

藁
谷

勝
基

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
下
市
萱
字

同

字
宿
四
六
―
一

根
小
屋
三
二
二
ほ
か
二
筆

日

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
古
殿

石
川
郡
石
川
町
大
字
中
田

変
更
前

五
・
三
〜

一
○
六
・
五

須
賀
川
線

字
下
三
森
二
一
四
番
二
地

一
五
・
七

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
中
田

変
更
後

五
・
三
〜

一
一
五
・
○

字
上
矢
造
二
一
六
番
一
地

二
○
・
四

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
湯
野

大
沼
郡
会
津
美
里
町
東
尾

変
更
前

六
・
五
〜

三
九
四
・
〇

上
会
津
高

岐
字
宮
ノ
下
三
五
八
一
番

二
五
・
三

田
線

一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
東
尾

変
更
後

八
・
○
〜

三
九
四
・
○
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岐
字
市
野
三
七
三
一
番
地

二
五
・
三

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
橋
本

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
高

変
更
前

一
三
・
五
〜

二
三
七
・
五

会
津
高
田

田
前
川
原
三
六
四
○
番
一

二
五
・
五

線

地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
台

変
更
後

一
三
・
○
〜

二
三
七
・
五

ノ
下
甲
四
一
五
三
番
四
地

二
三
・
五

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
橋
本
会
津
高
田
線

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
高
田
前
川
原
三

平
成
二
八
年
九
月
二
七
日

六
四
○
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
台
ノ
下
甲
四
一

五
三
番
四
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
喜
多
方
停
車
場
線

喜
多
方
市
字
一
本
木
上
七
七
四
八
番
一

平
成
二
八
年
九
月
二
七
日

○
地
先
か
ら

同

市
字
一
本
木
上
七
七
七
二
番
六

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
七
月
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

山
本

新
一

大
沼
郡
会
津
美
里
町

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

山
本
教
材

法
憧
寺
南
甲
三
五
三

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
法

一

憧
寺
南
甲
三
五
三
一

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

福
島
県
庁
消
費
組
合
白
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組
合

七
五
号

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

河
合
庁
売
店

白
河
市
昭
和
町
二
六
九

番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

有
限
会
社
斎
藤

白
河
市
道
場
町
二
六

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

有
限
会
社
斎
藤
銃
砲
火

銃
砲
火
薬
店

番
地

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

薬
店

白
河
市
道
場
町
二
六
番

地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

齋
藤

昌
一
郎

喜
多
方
市
塩
川
町
字

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

丸
藤
酒
店

新
丁
一
七
九
三
番
地

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

喜
多
方
市
塩
川
町
字
新

一

丁
一
七
九
三
番
地
一

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
八
月
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
蔵
場

郡
山
市
方
八
町
二
丁

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

株
式
会
社
蔵
場

目
一
五
番
一
一
号

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

郡
山
市
方
八
町
二
丁
目

一
五
番
一
一
号

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

福
島
さ
く
ら
農

郡
山
市
朝
日
二
丁
目

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

福
島
さ
く
ら
農
業
協
同

業
協
同
組
合

十
四
番
七
号

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

組
合
小
川
支
店

い
わ
き
市
小
川
町
上
小

川
字
伊
吾
内
一
〇
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

有
限
会
社
プ
ロ
・

福
島
市
成
川
字
成
田

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
福
島

セ
ー
ル

口
一
六
番
地
の
一
二

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

成
川
店

福
島
市
成
川
字
西
谷
地

一
三
番
地
の
一

有
限
会
社
プ
ロ
・

福
島
市
成
川
字
成
田

同

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
福
島

セ
ー
ル

口
一
六
番
地
の
一
二

山
口
店

福
島
市
山
口
字
雷
四
番

地
の
一

株
式
会
社
マ
ツ

山
形
県
長
井
市
船
場

同

マ
ツ
キ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ

キ

五
番
一
四
号

ス
ク
ー
ル
福
島
飯
坂
校

福
島
市
飯
坂
町
湯
野
字

洞
下
一
番
地

有
限
会
社
文
化

二
本
松
市
亀
谷
一
丁

同

有
限
会
社
文
化
堂
ス
ポ
ー

堂
ス
ポ
ー
ツ

目
五
四
番
地

ツ二
本
松
市
亀
谷
一
丁
目

五
四
番
地
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渡
邉

善
弘

二
本
松
市
百
目
木
字

同

常
洲
屋

町
二
一
五
番
地

二
本
松
市
百
目
木
字
町

二
一
五
番
地

武
田

修
一

伊
達
郡
国
見
町
大
字

同

有
限
会
社
武
文
商
店

藤
田
字
北
十
七
番
地

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤

田
字
北
一
七
番
地

一
般
社
団
法
人

福
島
市
町
庭
坂
字
大

同

福
島
県
警
察
郡
山
運
転

福
島
県
交
通
安

原
一
番
地
の
一

免
許
セ
ン
タ
ー
売
店

全
協
会

郡
山
市
大
槻
町
美
女
池

上
一
四
番
地
の
六

吉
田

紀
子

郡
山
市
田
村
町
守
山

同

吉
田
商
店

字
殿
町
一
番
地
の
一

郡
山
市
田
村
町
守
山
字

殿
町
一
番
地
の
一

須
賀
川
瓦
斯
株

須
賀
川
市
卸
町
四
四

同

酒
ス
ー
パ
ー
須
賀
川
店

式
会
社

番
地

須
賀
川
市
大
字
西
川
字

後
田
一
三
五
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

根
本

光
弘

い
わ
き
市
平
字
旧
城

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

山
百
商
店

跡
一
二
番
地
一

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

い
わ
き
市
平
字
南
町
二

七
番
地（

出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

檜
枝
岐
村
農
業

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

檜
枝
岐
村
農
業
協
同
組

協
同
組
合

字
下
ノ
原
八
七
一
番

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

合

地

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字

下
ノ
原
八
七
一
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

郡
山
地
区
警
友

郡
山
市
字
城
清
水
二

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら

郡
山
地
区
警
友
会

会

三
番
地

平
成
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で

郡
山
市
城
清
水
二
三
番

地
（
郡
山
警
察
署
内
）

吉
田

昌
弘

石
川
郡
石
川
町
字
新

同

有
限
会
社
峰
清
館

町
九
二
番
地

石
川
郡
石
川
町
字
新
町

九
二
番
地

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
二
百
五
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
こ
ろ
育
つ
小
さ
な
森
の
塾

三

代
表
者
の
氏
名

小
森

洋
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
東
白
川
郡

川
村
大
字
赤
坂
東
野
字
戸
草
四
百
四
十
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
や
若
者
、
女
性
及
び
高
齢
者
に
対
し
て
、
自
ら
学
ぶ
力
を
培
う
体
験
や
自

分
の
世
界
を
広
げ
る
学
び
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
行
い
、
創
意
工
夫
す
る
能
力
や
創
造
力
、
探

究
心
の
あ
る
子
ど
も
の
育
成
、
自
己
実
現
や
地
域
社
会
で
活
躍
し
た
い
若
者
や
女
性
の
支
援
、
社
会



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成28年９月27日 火曜日 福 島 県 報 第2834号536

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

や
次
世
代
と
つ
な
が
る
高
齢
者
の
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
体
験
や
学
び
を
通
し
た
世
代
間
や

都
市
と
農
山
村
の
つ
な
が
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）




